
議案第 ３ 号

　　　川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

　川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

 令和５年 ２ 月１３日提出　　　　　　　　　　

 川崎市長　福　田　紀　彦　　　　　　　

　　　川崎市手数料条例の一部を改正する条例

　川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。

　第２条第１９７号イ(ｱ)中「第２６８号」を「第２６４号、第２６６号、第２

６８号」に改め、同条第２１２号の次に次の１号を加える。

　(212)の２　建築基準法第５２条第６項第３号の規定に基づく建築物の容積率

　　に関する特例に係る認定の申請に対する審査

 １件につき　２７，０００円　

　第２条第２１３号の次に次の１号を加える。

　(213)の２　建築基準法第５３条第５項第４号の規定に基づく建築物の建蔽率

　　に関する特例の許可の申請に対する審査 １件につき　３３，０００円　

　第２条第２１６号の次に次の１号を加える。

　(216)の２　建築基準法第５５条第３項の規定に基づく建築物の高さに関する

　　特例の許可の申請に対する審査 １件につき　１６０，０００円　

　第２条第２１７号中「第５５条第３項各号」を「第５５条第４項各号」に改

め、同条第２１９号の次に次の１号を加える。



　(219)の２　建築基準法第５８条第２項の規定に基づく建築物の高さに関する

　　特例の許可の申請に対する審査 １件につき　１６０，０００円　

　第２条第２４８号の次に次の１号を加える。

　(248)の２　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第３号に

　　 掲げる高度地区に関する都市計画に基づく建築物の高さに関する特例の許

可の申請に対する審査 １件につき　１６０，０００円　

　第２条第２４９号中「（昭和４３年法律第１００号）」を削り、同条第２６

４号ア(ｲ)ａ中「人の居住の用に供する建築物の部分のうち住戸の部分をいう」

を「建築物省エネ法第１１条第１項に規定する住宅部分のうち住戸の部分をい

う」に改め、「この号」の次に「、第２７０号及び第２７４号」を加え、同号

ア(ｲ)ｂ中「人の居住の用に供する建築物の部分のうち住宅部分を除いた部分を

いう」を「建築物省エネ法第１１条第１項に規定する住宅部分のうち住戸の部

分を除いた部分をいう」に改め、「この号」の次に「、第２７０号及び第２７

４号」を加え、同号ア(ｲ)ｃ中「住宅部分及び共用部分以外の建築物の部分をい

う」を「建築物省エネ法第１１条第１項に規定する非住宅部分をいう」に改め、

「この号」の次に「、第２７０号及び第２７４号」を加え、同号イ(ｲ)ｂを次の

ように改める。

　　　　ｂ　共用部分　次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額

　　　　　⒜ 　共用部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの

 １１０，０００円　

　　　　　⒝ 　共用部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のもの １４０，０００円　

　　　　　⒞ 　共用部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの １８０，０００円　

　　　　　⒟ 　共用部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０



００平方メートル未満のもの ２８０，０００円　

　　　　　⒠ 　共用部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの ３６０，０００円　

　　　　　⒡ 　共用部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの ４３０，０００円　

　　　　　⒢ 　共用部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のも

の ５００，０００円　

　第２条第２６４号イ(ｲ)ｃ⒜中「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一

層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準で定める基

準が適用される」を「基準省令第１０条第１号ロ⑴に規定する非住宅部分の誘

導設計一次エネルギー消費量が計算されている」に改め、「又は特別な調査若

しくは研究の結果に基づき当該基準と同等以上の基準であるとして市長が認め

るものが適用される場合」を削り、同号ウ(ｱ)中「当該認定申請に係る一戸建て

の住宅」を「場合」に改め、同号ウ(ｱ)ａ及びｂを次のように改める。

　　　　ａ 　基準省令第１０条第２号イ⑴又はロ⑴に規定する基準が適用され

る場合　次に掲げる当該認定申請に係る一戸建ての住宅の区分に応

じ次に規定する額

　　　　　⒜ 　床面積の合計が２００平方メートル未満のもの

 ３４，０００円　

　　　　　⒝ 　床面積の合計が２００平方メートル以上のもの

 ３８，０００円　

　　　　ｂ 　基準省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵の基準が適用される場合　

次に掲げる当該認定申請に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規

定する額

　　　　　⒜ 　床面積の合計が２００平方メートル未満のもの



 １７，０００円　

　　　　　⒝ 　床面積の合計が２００平方メートル以上のもの

 １９，０００円　

　第２条第２６４号ウ(ｲ)ａを次のように改める。

　　　　ａ　住宅部分　次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額

　　　　　⒜ 　基準省令第１０条第２号イ⑴又はロ⑴に規定する基準が適用さ

れる場合　次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額

　　　　　　ⅰ　１戸 ３４，０００円　

　　　　　　ⅱ　２戸以上５戸以下 ６９，０００円　

　　　　　　ⅲ　６戸以上１０戸以下 ９７，０００円　

　　　　　　ⅳ　１１戸以上２５戸以下 １４０，０００円　

　　　　　　ⅴ　２６戸以上５０戸以下 ２００，０００円　

　　　　　　ⅵ　５１戸以上１００戸以下 ２８０，０００円　

　　　　　　ⅶ　１０１戸以上２００戸以下 ３８０，０００円　

　　　　　　ⅷ　２０１戸以上３００戸以下 ５００，０００円　

　　　　　　ⅸ　３０１戸以上 ５９０，０００円　

　　　　　⒝ 　基準省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵の基準が適用される場合

　次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額

　　　　　　ⅰ　１戸 １７，０００円　

　　　　　　ⅱ　２戸以上５戸以下 ３３，０００円　

　　　　　　ⅲ　６戸以上１０戸以下 ４７，０００円　

　　　　　　ⅳ　１１戸以上２５戸以下 ６８，０００円　

　　　　　　ⅴ　２６戸以上５０戸以下 １０２，０００円　

　　　　　　ⅵ　５１戸以上１００戸以下 １５５，０００円　

　　　　　　ⅶ　１０１戸以上２００戸以下 ２２１，０００円　



　　　　　　ⅷ　２０１戸以上３００戸以下 ２８５，０００円　

　　　　　　ⅸ　３０１戸以上 ３２５，０００円　

　第２条第２６４号ウ(ｲ)ｂ中「場合」を「建築物」に改め、同条第２６６号ウ

(ｱ)中「一戸建ての住宅の」を「場合の」に改め、同号ウ(ｱ)ａ及びｂを次のよう

に改める。

　　　　ａ 　基準省令第１０条第２号イ⑴又はロ⑴に規定する基準が適用され

る場合　次に掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額

　　　　　⒜ 　床面積の合計が２００平方メートル未満のもの

 １７，０００円　

　　　　　⒝ 　床面積の合計が２００平方メートル以上のもの

 １９，０００円　

　　　　ｂ 　基準省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵の基準が適用される場合　

次に掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額

　　　　　⒜　床面積の合計が２００平方メートル未満のもの

 ８，５００円　

　　　　　⒝　床面積の合計が２００平方メートル以上のもの

 ９，５００円　

　第２条第２７０号ア(ｲ)ａ中「（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する住

宅部分のうち住戸の部分をいう。以下この号及び第２７４号において同じ。）」

を削り、同号ア(ｲ)ｂ中「（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する住宅部分

のうち住戸の部分を除いた部分をいう。以下この号及び第２７４号において同

じ。）」を削り、同号ア(ｲ)ｃ中「（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する

非住宅部分をいう。以下この号及び第２７４号において同じ。）」を削り、同

号イ(ｲ)ｂ⒜中「第４条第３項第１号」を「第１３条第３項第１号」に、「設計

一次エネルギー消費量」を「誘導設計一次エネルギー消費量」に改め、同号イ



(ｲ)ｃ⒜中「第１条第１項第１号イ」を「第１０条第１号ロ⑴」に、「設計一次

エネルギー消費量」を「誘導設計一次エネルギー消費量」に改め、同号ウ(ｱ)中

「当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一戸建ての住宅」を「場合」

に改め、同号ウ(ｱ)ａ及びｂを次のように改める。

　　　　ａ 　基準省令第１０条第２号イ⑴又はロ⑴に規定する基準が適用され

る場合　次に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る

一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額

　　　　　⒜ 　床面積の合計が２００平方メートル未満のもの

 ３４，０００円　

　　　　　⒝ 　床面積の合計が２００平方メートル以上のもの

 ３８，０００円　

　　　　ｂ 　基準省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵の基準が適用される場合　

次に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一戸建て

の住宅の区分に応じ次に規定する額

　　　　　⒜ 　床面積の合計が２００平方メートル未満のもの

 １７，０００円　

　　　　　⒝ 　床面積の合計が２００平方メートル以上のもの

 １９，０００円　

　第２条第２７０号ウ(ｲ)ａを次のように改める。

　　　　ａ　住宅部分　次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額

　　　　　⒜ 　基準省令第１０条第２号イ⑴又はロ⑴に規定する基準が適用さ

れる場合　次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額

　　　　　　ⅰ　１戸 ３４，０００円　

　　　　　　ⅱ　２戸以上５戸以下 ６９，０００円　

　　　　　　ⅲ　６戸以上１０戸以下 ９７，０００円　



　　　　　　ⅳ　１１戸以上２５戸以下 １４０，０００円　

　　　　　　ⅴ　２６戸以上５０戸以下 ２００，０００円　

　　　　　　ⅵ　５１戸以上１００戸以下 ２８０，０００円　

　　　　　　ⅶ　１０１戸以上２００戸以下 ３８０，０００円　

　　　　　　ⅷ　２０１戸以上３００戸以下 ５００，０００円　

　　　　　　ⅸ　３０１戸以上 ５９０，０００円　

　　　　　⒝ 　基準省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵の基準が適用される場合

　次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額

　　　　　　ⅰ　１戸 １７，０００円　

　　　　　　ⅱ　２戸以上５戸以下 ３３，０００円　

　　　　　　ⅲ　６戸以上１０戸以下 ４７，０００円　

　　　　　　ⅳ　１１戸以上２５戸以下 ６８，０００円　

　　　　　　ⅴ　２６戸以上５０戸以下 １０２，０００円　

　　　　　　ⅵ　５１戸以上１００戸以下 １５５，０００円　

　　　　　　ⅶ　１０１戸以上２００戸以下 ２２１，０００円　

　　　　　　ⅷ　２０１戸以上３００戸以下 ２８５，０００円　

　　　　　　ⅸ　３０１戸以上 ３２５，０００円　

　第２条第２７２号ウ(ｱ)ａ中「当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る

一戸建ての住宅」を「第２７０号ウ(ｱ)に掲げる場合」に、「第２７０号ウ(ｱ)」

を「同号ウ(ｱ)」に改め、同号ウ(ｱ)ｂ中「当該建築物エネルギー消費性能向上計

画に係る一戸建ての住宅」を「第２７０号ウ(ｱ)に掲げる場合」に、「第２７０

号ウ(ｱ)」を「同号ウ(ｱ)」に改め、同条第２７４号ウ(ｱ)ａ中「第２７０号ウ(ｱ)」

を「第２７０号ウ(ｱ)ａ」に、「同号ウ(ｱ)」を「同号ウ(ｱ)ａ」に改め、同号ウ(ｲ)

ａ⒜中「第２７０号ウ(ｲ)ａ」を「第２７０号ウ(ｲ)ａ⒜」に、「同号ウ(ｲ)ａ」を

「同号ウ(ｲ)ａ⒜」に改める。



　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第２１２号の次に１号

を加える改正規定、同条第２１３号の次に１号を加える改正規定、同条２１６

号の次に１号を加える改正規定、同条第２１７号の改正規定及び同条第２１９

号の次に１号を加える改正規定は、令和５年４月１日から施行する。

参考資料

　　　制　定　要　旨

　建築基準法の一部改正に伴い、建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請等

に係る手数料を新設すること、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請において、

簡素な基準を用いた場合の審査に係る手数料を定めること等のため、この条例

を制定するものである。


